
262

市民課

第 １ 回 第 ２ 回

入札(見積)金額 入札(見積)金額

2,500,000 決　　　　　定
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(1) 契 約 の 相 手 方 住 所

商号又は名称

代 表 者

円

円）

(3) 工 期 （ 納 期 限 ） 着　　　　　工：

完成(納入期限)：

(4) 工 事 （ 納 入 ） 場 所

(5) 設 計 金 額 （ 税 別 ） 円

(6) 予 定 価 格 （ 税 別 ） 円

(7) 最低制限価格（税別） 円

(8) 契 約 締 結 予 定 日

(9) 指名通知(見積依頼)日 14時00分 ～ 16時00分

(10) 入 札 （ 見 積 ） 日 11時10分

選定理由

　本事業は、平成２８年１月からの個人番号カードの交付開始に伴い必要となる住民基本台帳ネットワークシステムに接続された統合端末機器等について、

設置・設定作業を含め６０か月リースで導入するための買取見積を徴するものである。

　本市の住民基本台帳ネットワークシステムは株式会社ケーケーシー情報システムが構築したものであり、構築業者として他の業者が知り得ない情報を保有

し、それら全てを開示していないことから、現行システムに新たな端末の接続・構築を行うことができるのは当該業者のみである。

　他の業者に委託した場合、新たなシステムの導入に多額の経費及び期間を追加で要するほか、障害発生時の責任所在の明確化が必要となり、迅速かつ的確

な対応が不可能となる。

　以上の理由により、住民基本台帳ネットワークシステムの構築業者である株式会社ケーケーシー情報システムと随意契約する。

　地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号

指名業者

株式会社ケーケーシー情報システム

入札（見積）結果公表台帳

物品関係

事業名

住民基本台帳ネットワークシステム統合端

末機器等賃借事業（買取見積）

所管課

株式会社ケーケーシー情報システム
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順 位 入 札 ( 見 積 ) 人

第 ３ 回

協 議 後 見 積

入札(見積)金額
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京都府京都市上京区千本通元誓願寺上る南辻町３６９番地の３

株式会社ケーケーシー情報システム

代表取締役社長　松下　直弘

(2) 契 約 金 額

2,700,000

（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 200,000
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平成27年 (2015年） 11月 12日

平成 27年 (2015年） 10月 21日

平成 27年 (2015年） 10月 29日

―

平成 27年 (2015年） 12月 31日

城陽市役所本庁
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